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議案第３３号 

   世田谷区手数料条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和４年５月１３日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、犬の登録及び鑑札の交付

手数料に係る特例措置を定めるとともに、東京都ふぐの取扱い規制条例の改正に伴

い、ふぐ加工製品取扱届出済票に係る交付手数料及び再交付手数料を廃止する必要

があるので、本案を提出する。 
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   世田谷区手数料条例の一部を改正する条例 

 世田谷区手数料条例（平成１２年３月世田谷区条例第３号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第１の４８の項中「及び鑑札の交付」の次に「（動物の愛護及び管理に関する 

法律（昭和４８年法律第１０５号）第３９条の７の規定が適用されるものを除く。）」 

を加え、同表中７３の２の項から７５の項までを削り、７３の項の次に次のように加

える。 

７４ 麻薬及び向精神薬取締法（昭和２

８年法律第１４号）第３条第１項

の規定に基づく麻薬小売業者の免

許の申請に対する審査 

麻薬小売業者免許申請

手数料 

４，６００円 免許申請

のとき。 

 

 

７５ 麻薬及び向精神薬取締法第１０条

第１項の規定に基づく麻薬小売業

者の免許証の再交付 

麻薬小売業者免許証の

再交付手数料 

３，２００円 再交付申 

請のとき。 

 

   附 則 

 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行

する。 

 ⑴ 次号に掲げる改正規定以外の改正規定 公布の日 

 ⑵ 別表第１の４８の項の改正規定 令和４年６月１日 


